
報告第１号 

令和７年度末退職教職員に対する富津市教育委員会感謝状の被贈呈者につ

いて 

富津市教育委員会行政組織規則（昭和46年富津市教育委員会規則第５号）第７条

の規定により、富津市教育委員会が行う「退職教職員感謝状贈呈式」に関する被贈

呈者を、別紙のとおりとしたので報告する。 

令和８年２月20日提出           

富津市教育委員会 

                      教育長 山下 秋一郎 
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令和７年度末退職教職員感謝状被贈呈者 

富津市教育委員会

所   属 職 氏    名 

富 津 市 立 大 佐 和 中 学 校 校 長 髙 鍋  元 博 

富 津 市 立 佐 貫 小 学 校 教 諭 吉 野   聡 

富 津 市 立 天 羽 中 学 校 養護教諭 茂 木  純 子 

（令和８年３月31日付退職） 
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富津市教育委員会が行う「退職教職員感謝状贈呈式」

に関する内規の制定について

１. 富津市教育委員会は、教職員にあたり、その功績に対して感謝状を贈呈する。

（1） 教職員とは、校長.教頭.教諭.学校事務職員及び学校栄養職員をいい、同様

の職をもって教育委員会事務局等に勤務する者を含むものとする。

（上記の教職員には、市職の事務職員及び栄養士は含まれない。）

「同様の職をもって教育委員会事務局等に勤務する者の例：学校教育課長

                           学校教育課主幹

                           教育センター所長

                           保健体育主事

                           指導主事    」

２．被贈呈者は、退職（死亡）時（以下「退職時」という。）に本市の教育機関に

勤務しており、教職員の職に１５年以上あった者とする。

◎ 教育機関とは、小学校、中学校、教育委員会事務局及び教育センター、中

央公民館、富津公民館、並びに教育委員会が所管する各施設をいう。

３．被贈呈者の決定は、教育長が提出する候補者名簿により教育委員会が決定する。

４．感謝状は、下記による。

 （1）退職時に校長職にあった者

 （2）退職時に教頭職にあった者

 （3）退職時に（1）（2）を除く教職員にあったもの

 （4）上記以外の者

５．感謝状の贈呈は、毎年４月に行う。

  ただし、特に必要があるときは臨時に行うことができる。

６．この内規は、平成１０年４月１日から適用する。

  ただし、平成９年４月１日から平成１０年３月３１日までの間にあっては遡及

 して適用する。
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報告第２号 

  富津市学校給食共同調理場管理用カメラの設置及び管理運用に関する要綱を 

制定する告示について 

富津市学校給食共同調理場管理用カメラの設置及び管理運用に関する要綱（富津

市教育委員会告示第１号）を別紙のとおり制定し告示したので報告する。 

令和８年２月 20 日提出 

富津市教育委員会 

教育長 山下 秋一郎 
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報告第３号 

   専決事項の報告について（後援申請） 

富津市教育委員会行政組織規則（昭和46年富津市教育委員会規則第５条）第９条

第１項の規定により、別紙のとおり専決したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

令和８年２月 20 日提出 

富津市教育委員会 

教育長 山下 秋一郎 
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申 請 受 付 日 申 請 者 開 催 日 開 催 場 所 事 業 名 承 認 年 月 日

令和8年1月13日 酒井　誠一 令和8年4月26日 君津市民文化ホール
日本製鉄君津吹奏楽団　第
44回定期演奏会

令和8年1月19日

令和8年2月2日
岬ウインドアンサンブル
代表　植野汐里

令和8年2月15日 富津公民館ホール
岬ウインドアンサンブル
第３回定期演奏会

令和8年2月4日

後　援　申　請　内　容

※　富津市教育委員会行政組織規則第９条第１項第５号による。
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